
2026.2  VOL.227林野 8

1
Topics

林
業
・
木
材
産
業
に
お
け
る
外
国
人
材
の
受
入
れ

林
業
及
び
木
材
産
業
分
野
は
、
令
和
６
年
に
外

国
人
材
の
受
入
れ
の
た
め
の
特
定
技
能
制
度
の
対

象
分
野
と
な
り
、
各
地
で
外
国
人
材
の
適
正
な
受

入
れ
に
向
け
た
取
組
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
令
和
８
年
１
月
23
日
に
は
、
技
能
実
習
制
度

に
代
わ
っ
て
創
設
さ
れ
る
育
成
就
労
制
度
の
対
象

分
野
と
な
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

特
定
技
能
制
度
に
お
け
る
取
組

我
が
国
の
森
林
の
約
４
割
を
占
め
る
人
工
林
の

多
く
が
資
源
と
し
て
利
用
可
能
な
段
階
を
迎
え
、

国
産
材
の
安
定
供
給
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
林
業
及
び
木
材
産
業
分
野
の
持
続

的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
生
産
性
向
上
や
国
内
人

材
確
保
の
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
も
な
お
不
足
す

る
労
働
力
の
確
保
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
一
定
の

専
門
性
、
技
能
を
有
し
即
戦
力
と
な
る
外
国
人
材

の
受
け
入
れ
に
対
す
る
現
場
の
期
待
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
外
国
人
材
を
確
保
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
令
和
６
年
９
月
、「
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
」
の
関
係
省
令
の
改
正
に
よ
り
、

林
業
及
び
木
材
産
業
分
野
が「
特
定
技
能
1
号
」の

対
象
と
な
り
、
特
定
技
能
制
度
を
活
用
し
て
両
産

業
で
就
労
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

「
特
定
技
能
1
号
」は
、
即
戦
力
と
な
る
技
能
を

有
す
る
外
国
人
材
を
対
象
と
し
た
在
留
資
格
で
、

通
算
で
原
則
５
年
間
在
留
で
き
ま
す
。
ま
た
、
各

分
野
に
お
け
る
特
定
技
能
1
号
に
よ
る
受
入
れ
上

限
数
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
令

和
10
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
林
業
分
野
は
最
大

9
0
0
人
、
木
材
産
業
分
野
は
最
大
4
︐5
0
0

人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
国
人
材
が
当
該
制
度
に
よ
り
林
業
ま
た
は
木

材
産
業
分
野
で
就
労
す
る
た
め
に
は
、
一
定
水
準

の
日
本
語
能
力
試
験
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
能

を
評
価
す
る
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
技
能
評
価
試
験
は
令
和
６
年
度
か
ら
始

ま
り
、
令
和
７
年
末
ま
で
に
、
林
業
分
野
で
17

名
、
木
材
産
業
分
野
で
1
7
7
名
の
方
が
試
験

に
合
格
し
て
お
り
、
今
後
、
特
定
技
能
１
号
外
国

人
と
し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

林
業
及
び
木
材
産
業
分
野
に
お
い
て
は
、
外
国

人
材
の
就
労
に
当
た
り
、
労
働
安
全
の
確
保
が
重

要
な
課
題
で
す
。
他
産
業
に
比
べ
て
労
働
災
害
の

発
生
率
が
高
い
産
業
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
特

定
技
能
制
度
全
体
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
加
え
て
、

特
定
技
能
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
事
業
者
に
対
し

て
労
働
安
全
確
保
の
た
め
の
追
加
的
な
取
組
を
課

し
、
特
定
技
能
外
国
人
の
適
正
な
受
入
れ
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

外国人材の技能を評価する試験（林業分野）

製材工場で活躍する外国人材
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技
能
実
習
制
度
に
代
わ
り
創
設
さ

れ
る
育
成
就
労
制
度
に
つ
い
て

令
和
６
年
６
月
に
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及

び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
技
能
移
転
に
よ

る
国
際
貢
献
を
目
的
と
す
る
技
能
実
習
制
度
を
抜

本
的
に
見
直
し
、
我
が
国
で
の
３
年
間
の
就
労
を

通
じ
て
特
定
技
能
1
号
水
準
の
技
能
を
有
す
る
人

材
を
育
成
す
る
趣
旨
の
育
成
就
労
制
度
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
育
成
就
労
制
度
は
、
令
和
９
年
４
月

か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。

育
成
就
労
制
度
の
開
始
に
先
立
ち
、
本
年
１
月

に
林
業
及
び
木
材
産
業
分
野
の
分
野
別
運
用
方
針

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
両
分
野
が
同
制
度
の
対
象
分

野
と
さ
れ
た
こ
と
※
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

に
お
け
る
制
度
運
用
の
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
育
成
就
労
制
度
に
お
い
て
も
、
特
定
技
能
制

度
と
同
様
に
、
育
成
就
労
外
国
人
を
受
け
入
れ
る

事
業
者
に
対
し
、
育
成
就
労
外
国
人
の
労
働
安
全

確
保
の
た
め
の
追
加
的
な
取
組
を
課
す
こ
と
を
定

め
て
い
ま
す
。

林
野
庁
で
は
、
育
成
就
労
制
度
の
開
始
に
向
け

て
、
育
成
就
労
外
国
人
の
適
正
な
受
入
れ
が
進
む

よ
う
、
同
制
度
の
運
用
ル
ー
ル
等
の
周
知
等
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

※　
技
能
実
習
制
度
に
お
い
て
は
、
林
業
及
び
木
材

産
業
分
野
に
関
連
す
る
職
種
と
し
て
、
林
業
職
種（
育

林
・
素
材
生
産
作
業
）と
木
材
加
工
職
種（
機
械
製
材
）

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

（注１）特定技能１号の試験不合格となった者には再受験のための最長１年の在留継続を認める。

（注２）育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での
育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

高技能レベル

（就労開始までに）
○ 日本語能力 １
相当以上の試験
（日本語能力試験
（ＪＬＰＴ）のＮ
５等）合格

○ それに相当する
日本語講習の受講

受入れの範囲：育成就労産業分野
（注２）

○ 技能検定基礎級等
＋

○ 日本語試験（ １相当以上の水
準から特定技能１号移行時に必要
となる日本語能力の水準までの範
囲内で各分野ごとに設定）

⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件

○ 技能検定試験３級や特定技能１号評価試験
＋

○ 日本語能力Ａ２相当以上の試験 ＪＬＰＴ
のＮ４等

※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して
特定技能１号で入国することも可。

○ 特定技能２号評価試験
＋

○ 日本語能力Ｂ１相当
以上の試験（ＪＬＰＴの
Ｎ３等）

育成就労
（３年間）

特定技能１号
（５年間）

特定技能２号
（制限なし）

（注１）

「木材産業における外国人材の受入れ」
の詳しい情報はこちら

「林業分野における外国人材の受入れ」
の詳しい情報はこちら




